
�愛媛県告示第１１６０号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第７条第４項（同法第１４条第４項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催する。

平成２０年８月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成２０年８月２６日（火） 午後１時３０分

２ 場所 松山市三番町四丁目４番地１

愛媛県林業会館 ４階 中ホール

３ 案件

� 第２次愛媛県イノシシ適正管理計画の変更

� イノシシに係る猟法の禁止の一部解除

� 愛媛県ニホンジカ適正管理計画の作成

� ニホンジカの狩猟期間の一部地域における延長

� ニホンジカに係る捕獲等の数の制限の一部地域における解除

� ニホンジカに係る猟法の禁止の一部地域における一部解除

４ 問い合わせ先 県民環境部環境局自然保護課（電話０８９―９１２―２３

６８）
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